
L 一般入学試射
 
1.出願資格 中学校卒業 (平成24年 3月卒業見込みの者を含む)の男子｡ 

2.出願手続 (1) 提出書類は,本校所定の入学志願書 (8ページの入学志願書の記入例参

照) と出身中学校の翠重量 (個人で出願される場合は,中学校で厳封され

たもの)です｡ 

(2) 入学検定料 17,000円は本校専用入学検定料振込依頼書により金融機関で

振 り込み,入学志願書に振込証明書を貼付 して ください｡(8ページ入学検

定料振込依頼書の記入例参照) ※ ATMの利用はしないでください｡

入学検定料受付期間 平成23年12月12日個)～平成24年 2月 9日休) 

(3) 入学志願書 ,翠重責を本校事務室あてに郵送または持参 して ください｡ 

3.出願期間 平成24年 2月 6日(月)～平成24年 2月 9日㈱ 受付時間 9:00-16:00

郵送または持参 (郵送の場合は平成24年 2月 9日休)消印有効 ) 

4.募集定員及び志望類型 

(1)特別進学類型 (約40名)と一般進学類型 (約280名)の 2類型を設ける｡ 

(2) 入学志願書への記入について (8ページ記入例参照)

志望類型は下記のいずれかの番号を記入 して ください｡

番 号 志 望 類 型 

1 ●●特別進学類型のみを希望する 

2 ●●-般進学類型のみを希望する 

5.入学試験科目 ･日程

平成24年 2月15日㈱ 学力試験 (マーク式)･面接試験

l昼食諸注意 国 語 数 学 英 語 面 接 

※上履 きは必要あ りません｡

6.選抜方法 学力試験の成績 (300点),出身中学校の調査書 

総合的に判定 します｡ 

(135点),面接試験により

7.合否発表 平成24年 2月18日出 合否にかかわらず平成24年 2月17日壌)の午後 (夕方)

に本人と在学中学校長宛に通知書を投画 します｡(合格者の校内掲示はいたし

ません｡また,電話による問い合わせにも応 じられません｡) 
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平 成24年 2月29日㈱まで に 本 校専 用 振込 用 紙
8.入学手続 入学手続金 50,000円

に より納入してください｡〔

平成24年 3月16日(金までに本校専用振込用紙
入 学 金 150,000円

〔により納入してください｡ 

※ ATMの利用はしないでください｡

なお,入学手続金と入学金は,平成24年 2月29日㈱までは同時に納入する

こともできます｡ 

9.学校納入金 平成23年度の学校納入金 (月額)

差 引納入 月額 ( -彰) 3100① ( 2, 円

(明 細) 

授 業 料 30,000円

施

学

設

校

設

納

備

入 金

資

計 

金 

① 

3,000円

33,000円 

※	 公立高校授業料無償化にともない,私立学校には高等学校等就学支援金

が支給されます｡ (次頁13を参照してください｡) 

10.諸 費

学校納入金のほか諸費が別途あります｡平成23年度の月額は下記のとおりです｡ 

(1) 生徒会 ･PTA ･クラブ後援会,学年 ･学級費等 

1年生 4,900円 5,280円 3,900円

学年 月 4月 5月～11月 12月～3月 

2年生 5,480円 4,100円 1,300円

学年 月 4月 5月～11月 12月～3月 

(2) 卒業時積立金 (積立総額21,600円) 

※ 修学旅行積立金 (積立総額114,000円)が別途あります｡ 

ll.注意事項 (1) 受付後の志望類型の変更は認めません｡ 

(2) 既納の入学検定料,入学手続金,入学金等はお返しできません｡ 

12.特待生制度 学業成績が特に優秀で品行方正な生徒については,別に定めるところによ

り選考して特待生として採用する奨学金制度があります｡特待生として合格

すれば,特別進学類型-入学とします｡
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13.高等学校等就学支援金制度 ･広島県授業料等軽減制度について 

(1) 平成22年 4月 1日より ｢公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学

支援金の支給に関する法律｣が施行され,私立高等学校等に在学する生徒の皆さん

の授業料について,保護者の収入状況等に応じて国がその一部を負担 し,家庭の教

育費負担を軽減することを目的として,公立高校生が負担軽減される額と同額の月

額9,900円 (年額118,800円)が高等学校等就学支援金として支給されます｡

また,保護者の所得によって,さらに加算される場合があります｡ 

(2) 広島県授業料等軽減制度として,県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者

の皆さんのうち,経済的理由により学資負担が困難な人を対象として,高等学校等

就学支援金に上乗せする形で授業料等を軽減する制度があります｡ 

(3) 高等学校等就学支援金の加算部分及び広島県授業料等軽減制度の認定基準は,坐

徒の保護者の皆さんの収入額に係る税額等となります｡
 

() 制度の概要 平成23年度)は,つぎのとおりです｡
4 (

区 分
 対 象 者
 高等学校等就学支援金制度 広島県授業料等軽減制度
 

④ 市町村民税所得割 年額237,600円 ※高等学校等就学支

合計)が非課税税であ顔る場合(保護者の 額の (月額19,800円) 援金を含む○ 

年額178,200円 ※高等学校等就学支 

(釘合計)が( 1, 円未 授業料のうち額市町村民税所得割保護者の税額の満の場合 8900 授業料等の 2/ 3

④ ①～③に該当しな(い場合 私立高等学 授業料のうち l

校等に在学する生徒 年額118,800円

有する者)で日本国内に住所を (月額9,900円) 

14.志願者の個人情報の保護について

｢個人情報の保護に関する法律｣の施行にともない,入学試験の出願に際して志願

者から提出された個人情報は,志願者-の通知や連絡,入学試験データおよび入学者

データとして利用し,適正な管理と保護に努めます｡ 
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